
来
年
４
月
か
ら
の
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
保
険
料
に
つ
い
て
、
東
京
都

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
２
つ

の
値
上
げ
案
を
提
示
し
て
い
る
と
の

説
明
が
今
月
５
日
の
区
議
会
厚
生
委

員
会
に
あ
り
ま
し
た
。
後
期
高
齢
者

医
療
は
２
年
ご
と
に
保
険
料
が
値
上

げ
さ
れ
る
仕
組
み
、
来
年
度
は
保
険

料
改
定
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
年

明
け
１
月
に
保
険
料
が
決
め
ら
れ
る

予
定
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

は
、
制
度
全
体
の
経
費
を
ど
こ
が
ど

う
負
担
す
る
か
で
決
ま
り
ま
す
。

後
期
高
齢
医
療
制
度
の
費
用
は
医

療
給
付
費
の
他
に
健
診
事
業
、
葬
祭

事
業
と
審
査
手
数
料
や
財
政
安
定
化

の
た
め
の
基
金
な
ど
制
度
運
営
に
か

か
る
経
費
か
ら
な
り
、
こ
れ
を
賄
う

財
源
は
５
割
が
都
道
府
県
等
が
負
担

す
る
公
費
、
４
割
が
若
年
層
か
ら
の

支
援
金
、
１
割
が
後
期
高
齢
者
自
身

の
保
険
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

都
の
制
度
は
、
保
険
料
算
定
に
あ

こ
の
ニ
ュ
ー
ス

へ
の
ご
意
見
や

ご
質
問
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

来年 月値上げへ
都広域連合が保険料２案を提示
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後期高齢
保 険 料

[現 在] Ｈ21･22年度 Ａ 案 Ｂ 案

均 等 割 所 得 割 均 等 割 所 得 割 均 等 割 所 得 割

37,800円 6.56％ 40,900円 8.17％ 41,800円 8.44％
― ― ＋3,100円 +1.61％ ＋4,000円 +1.88％

80万円 4,000円 (300円増) 4,100円 (400円増)
173万円 36,800円 (3,300円増) 37,600円 (4,100円増)
211万円 64,500円 (7,700円増) 66,200円 (9,400円増)
168万円 24,400円 (1,800円増) 25,000円 (2,400円増)
192.5万円 56,900円 (6,200円増) 58,400円 (7,700円増)
211万円 89,100円 (9,700円増) 91,300円 (11,900円増)

※所得割は軽減策を実施。
所得15万円まで全額、
15～20万円まで75％、
58万円まで50％を軽減
する。

※葬祭事業は、区市町村の独
自事業として実施する。
(１件５万円)

※H21・22年度と同様に所得割
の独自軽減を実施する。

※葬祭事業(１件５万円)を保
険料に算入し、他の３項目
は一般財源を投入する。

※H21・22年度と同様の所得
割独自軽減を実施する。

3,700円
33,500円
56,800円
22,600円
50,700円

79,400円

保
険
料
額

単
身

２
人
世
帯

条 件

保険料率

Ｈ21年度比較

医療費、健診は保険料
で。葬祭事業、審査手
数料など４項目は一般
財源で賄う。

現在と同じ、４項目に一般
財源を投入する。

現在の医療費、健診などに
加えて葬祭事業も保険料と
する。審査手数料など３項
目は一般財源で賄う。

平成２２･２３年度保険料率案(国の概算要求に沿った状況案) 都広域連合資料より作成

備

考

Ａ案でガマン
しろ…ですか？



た
っ
て
保
険
料
負
担
を
抑
え
る
た
め

葬
祭
事
業
、
審
査
手
数
料
な
ど
４
項

目
は
保
険
料
で
な
く
区
市
町
村
の
一

般
財
源
で
負
担
。
保
険
料
を
被
保
険

者
一
人
ひ
と
り
が
均
等
に
負
担
す
る

｢

均
等
割｣

を
３
７
８
０
０
円
、
能
力

に
応
じ
て
負
担
す
る｢

所
得
割｣

を
６
・

56
％
に
設
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
保
険
料
額
は
単
身
で
年
収
２
１
１

万
円
の
場
合
５
６
８
０
０
円
、
同
じ

年
収
で
２
人
世
帯
は
７
９
４
０
０
円

な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す(

お
も
て
の

表
参
照)

。

今
回
、
都
広
域
連
合
が
提
示
し
た

来
年
度
の
保
険
料
案
は
、
医
療
給
付

費
が
今
期
の
１
兆
７
９
１
２
億
円
か

ら
２
兆
２
９
５
億
円
に
増
加
す
る
と

い
う
予
想
の
も
と
で
、
①
現
在
と
同

じ
葬
祭
事
業
、
審
査
手
数
料
な
ど
４

項
目
を
区
市
町
村
の
一
般
財
源
で
賄

う
と
い
う
Ａ
案
。
②
葬
祭
事
業(

63

億
円)

を
一
般
財
源
で
な
く
保
険
料

で
負
担
す
る
Ｂ
案
の
２
案
で
す
。

両
案
と
も
今
期
と
同
様
の
所
得
割

を
軽
減
す
る
と
の
説
明
で
す
が
、
単

身
者
の
場
合
、
年
収
80
万
円
で
、
現

在
の
３
７
０
０
円
を
Ａ
案
で
は
４
０

０
０
円
、
Ｂ
案
は
４
１
０
０
円
に
値

上
げ
。
同
じ
単
身
者
で
年
収
２
１
１

万
円
は
、
現
在
の
７
９
４
０
０
円
か

ら
Ａ
案
は
８
９
１
０
０
円
、
Ｂ
案
は

９
１
３
０
０
円
に
そ
れ
ぞ
れ
値
上
げ

す
る
も
の
で
す(

同
表
参
照)

。

高
齢
者
に
つ
ぎ
つ
ぎ
負
担
増
、
あ

る
お
年
寄
り
は｢

こ
れ
は
『
Ａ
案
で

ガ
マ
ン
し
ろ
』
と
言
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
。
値
上
げ

は
納
得
で
き
な
い｣

と
怒
っ
て
い
ま
す
。

以
前
の
老
人
保
健
制
度
は｢

国
民

の
老
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持(

…

中
略
…)

も
っ
て
国
民
保
健
の
向
上

及
び
老
人
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と｣

が
目
的
で
し
た
。
し
か
し
、
後
期
高

齢
者
医
療
は｢

医
療
費
の
適
正
化
を

推
進
す
る
た
め
の
計
画
の
作
成｣

を

求
め
る
と
い
う
医
療
費
抑
制
が
最
大

の
目
的
。
高
齢
者
を
別
ワ
ク
の
医
療

保
険
に
囲
い
込
み
、
重
い
負
担
と
安

上
が
り
の
差
別
医
療
を
押
し
つ
け
る

最
悪
の
制
度
で
す
。
来
年
４
月
か
ら

値
上
げ
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

制
度
を
続
け
れ
ば
続
け
る
ほ
ど
被
害

が
大
き
く
広
が
り
ま
す
。

鳩
山
内
閣
は
新
し
い
医
療
制
度
を

つ
く
る
ま
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
廃
止
を
先
送
り
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
民
主
党
の｢

医
療

制
度
の
一
元
化｣

構
想
に
は
国
民
的

合
意
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
期
高
齢
者

医
療
は
直
ち
に
廃
止
し
て
、
い
っ
た

ん
元
の
老
人
保
健
制
度
に
戻
し
、
そ

の
後
、
新
し
い
医
療
制
度
に
改
善
す

る
と
い
う
こ
と
が
現
実
的
な
解
決
方

向
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

負
担
増
と
差
別
の
悪
法
は
、

先
送
り
せ
ず
直
ち
に
廃
止
を

国
民
・
高
齢
者
に
怒
り
が
沸
騰
し
て
い
る
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
。
民
主
党
は
総
選
挙
で
廃
止
を
公
約
し
て
き
た
の
に
、
廃
止
を

先
送
り
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
保
険
料
値
上
げ
な
ど

高
齢
者
に
負
担
が
押
し
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

後期高齢
医療制度

お困りのときは
ご相談ください

無料法律相談は11月20日(金)

12月11日(金)

日本共産党みやざき克俊事務所

品川区豊町6-2-1 ℡3786-6674

お気軽に

弁護士が対応


